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はじめに 
全国的な人口減少や少子化に伴い、児童生徒数の減少による学校の小規模校化が懸念されています。

みどり市においても例外ではなく、市として移住定住の推進や少子化対策等の努力を続けていますが、

すでに一部の小中学校では小規模校化が進んでおり、将来的には市内の多くの学校が小規模校となる

ことが予測されています。 

このような状況が進行していった場合、一般的には学校間における教育環境の格差や教育上または

学校運営上の様々な問題が発生していくと考えられます。例えば、小規模校化による児童生徒の人間

関係の固定化や多様な見方や考え方に触れる機会の減少、協働的な学びの実現が困難になることなど

が課題とされています。 

一方で、人口減少による小規模校の統廃合が行われ、地域に学校が無くなった場合、子育て世代の

家庭数が減少し地域の高齢化が進むことが危惧されます。そのため、地域コミュニティの核となる学

校の役割についても十分に検討する必要があります。 

これらの課題に対処するため、令和５年度より、学識経験者、住民自治組織の代表者、小中学校の

校長の代表者、保護者の代表者、公募のよる市民の代表者から成る「みどり市立学校適正規模・適正

配置検討委員会」を設置し、本市の現状や今後の施策の方向性等を踏まえながら、市内の学校におけ

る適正な学校規模や学校配置の在り方や少子化に対応した魅力ある学校づくりなどについてご協議い

ただきました。 

みどり市教育委員会では、「みどり市立学校の適正規模・適正配置」について検討委員会の答申を

踏まえ、より良い教育環境の構築と質の高い学校教育の実現を目指すために必要となる学校適正規模

及び適正配置及び魅力的な学校づくりについての基本方針を定めました。本基本方針では、答申の内

容に加え、学校給食施設及び部活動の段階的な地域移行や今後の学校プール施設の方向性、通学距離

がやや遠距離となる児童生徒の徒歩通学時における熱中症対策について加筆しています。 

今後は、地区別に検討委員会を立ち上げ、本基本方針を参考にしていただきながら、それぞれの地

区の地理的特性や歴史的背景、学校の跡地利用を含め、地区ごとに適した方向性を幅広くかつ具体的

に検討していく予定です。そして将来、本基本方針と地区別検討委員会で得た方向性を踏まえ、学校

の統廃合や移転新築等について、住民や保護者、児童生徒、関係者の理解や協力を得ながら、総意と

して判断できるよう準備を進めてまいります。 

結びに、基本方針の策定に当たり、アンケート調査に御協力をいただきました児童生徒や保護者、

教職員の皆様、貴重な御意見や御提案をいただきました市民の皆様、二年間に渡り熱意をもって検討

していただきましたみどり市立学校適正規模・適正配置検討委員会の委員の皆様に深く感謝申し上げ

ます。大変ありがとうございました。 

令和 7 年 1 月    

みどり市教育委員会
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第１部 基本方針の策定について 
 

 (1) 基本方針策定の背景及び趣旨 

 (2) 本市が目指す学校教育及び児童生徒像 

 (3) 基本方針の位置付け 

 (4) 基本方針の見直し 
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(1)　基本方針策定の背景及び趣旨 

①   基 本 方 針 策 定 の 背 景    

　みどり市では、平成 22 年 1 月に策定した「みどり市立小学校の学校規模の適正化に向けた基
本方針（第１次基本方針：課題となっていた市内小学校の学校規模適正化について定めたも
の）」をもとに、大間々町小学校の統廃合や東町小中学校の義務教育学校への移行、笠懸小学
校の分離・新設を行ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  学校教育では、児童・生徒が集団の中で多様な考え方に触れ、認め合い、協力し、切磋琢磨
しながら児童・生徒一人ひとりが資質、能力を伸ばしていくことが重要であり、そのためには
一定数以上の児童・生徒が在籍する学校規模が確保されることが必要です。 

  「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」(H27.1 文部科学省）による
と、小規模校・大規模校それぞれに「よさ」と「課題」があるとされていますが、学校の小規
模化が一定以上に進行した場合、「課題」の部分がより強調されてしまうことが懸念されます。 

  本市における学校施設については、これまでも部分的な補修や増改築、耐震工事等を行って
きましたが、一部の施設では「みどり市公共施設個別施設計画」における目標使用年数の期限
が迫ってきており、大規模な改修または建替などの対応を計画的に進める必要があります。 

  このような背景から、今後のみどり市立学校の在り方についての基本方針を策定する必要が
あります。 

 

②   基 本 方 針 策 定 の 趣 旨   ～ よ り よ い 教 育 環 境 と 質 の 高 い 学 校 教 育 の 実 現 ～  

　　本基本方針は、よりよい教育環境の構築と質の高い学校教育を実現するため、市立小中学校
における学校規模の適正化や将来を見据えた学校配置の在り方、少子化に対応した魅力ある学
校づくりなどに関する基本的な方針を策定するものです。 

  また、本基本方針は、個別の学校についての具体的な方策を示すためのものではなく、みど
り市全体として、将来を見据えた学校適正規模及び適正配置に向けた基本的な考え方を定める
ものです。 

 

平成 22 年策定「みどり市立小学校の学校規模の適正化に向けた基本方針」

小規模校の解消 
大間々北部 3 校を 

大間々北小学校へ統合

大規模校の解消 
笠懸小学校を分離し 
笠懸西小学校を新設

R1 年度末 
完了

R3 年度末
完了

→ 両校とも適正な学校規模となった。 
 笠懸小 児童数 447 人 17 学級+特支 4 学級 
 笠西小 児童数 431 人 17 学級+特支 3 学級 
 ※R4.5.1 現在

→ 適正な学校規模に近くなった。 
 大北小 児童数 248 人 10 学級+特支 2 学級 
 児童通学にはスクールバスを活用 
 ※R2.5.1 現在
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(2)　本市が目指す学校教育及び児童生徒像 

①   み ど り 市 が 目 指 し て い る 児 童 生 徒 の 姿  

・高い知性、豊かな情操と徳性をもつ   ・たくましく生きるための健康や体力がある 

・社会の変化に主体的に対応できる    ・郷土を愛する心と社会連帯意識がある 

・国際的視野に立った協調の精神をもつ  ・自然と環境を守り、文化や伝統を尊重できる 

②   み ど り 市 施 策  

③   教 育 委 員 会 の 重 点  

 

 

 

 

 

 

 みどり市の重点施策（教育関連） みどり市の地域再生計画（基本目標１）
 ・総合的な子育て支援による少子化対策 

・子育て世代を意識した移住定住促進
・子育て世代をターゲットとした教育環境の充実 

ア 安心で、きめ細かな教育の充実 
イ 小中一貫校（義務教育学校）の導入

 みどり市の重点施策（教育関連） これからの時代を意識した視点
 【情報化】 

・ICT 機器を有効活用する能
力の育成 

【国際化】 

・国の内外で活躍できる資質
能力の育成 

【多様化】 

・多様な個性をもつ人を尊重
できる人の育成 

・一人ひとりを大切にできる
人の育成

児童生徒一人ひとりを大切にした教育を実践していく

 （教育行政方針基本理念より）
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(3)　基本方針の位置付け 

本基本方針は、第 2 次みどり市総合計画後期基本計画及びみどり市教育行政方針との整合を

図り、今後のみどり市立学校の適正規模及び適正配置等の基本的な考え方を定めるものです。 

第 2 次みどり市総合計画後期基本計画（令和 5 年度～令和 9 年度） 

 

 
 

令和 6 年度みどり市教育行政方針 

 

  

 (4)　基本方針の見直し 

本基本方針は、今後の国や県における教育制度改革やみどり市総合計画の内容等を踏まえ、必要

に応じて見直すものとします。  

 基本政策 施策 基本事業
 健やかに生きる安心のまちづくり

 人を育て文化をかぐくむまちづくり 生涯学習の推進
 安全で安心して生活できるまちづくり 教育の充実 確かな学力の向上
 潤いある快適なまちづくり 文化愛の保護と活用 豊かな心の育成
 質の高い利便性あるまちづくり 市民スポーツの充実 健やかな体の育成
 にぎわいと活力あるまちづくり 教職員の資質向上
 市民と行政が協働してまちをつくる 教育環境の整備と充実
 自立して都市経営を実現する

 基本施策 重点施策 具体的な取組
 障害学習の推進 学級経営の充実を支える支援
 教育の充実 学力の向上 個に応じた児童生徒への指導・支援の充実
 文化財の保護と活用 豊かな人間性の育成 幼稚園・保育園・認定こども園・各学校の連携推進
 安全な暮らしの推進 健やかな体の育成 学校における働き方改革の推進
 人権尊重・多文化共生の推進 教職員の資質向上 ＡＬＴの配置と活用
 教育環境の整備と充実 特別支援教育推進体制の整備
 学校の安全管理体制の整備
 奨学金・補助金による修学支援
 学校規模適正化の推進
 子ども・子育て支援新制度の推進と教育環境の整備

本基本方針

本基本方針
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第２部 基本方針策定の基礎となる「みどり市

の現状と課題」 

 １ みどり市における少子化の現状 

  (1) みどり市の人口の現状 

  (2) 町別の人口の現状 

  (3) みどり市人口の現状まとめ 

 ２ みどり市立学校の現状 

  (1) 学校規模の現状 

  (2) 学校配置の現状 

 ３ 学校適正規模・適正配置に関わる法令等 

  (1) 国の法令・基準等 

  (2) 群馬県の基準及び県独自の取組 
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0 
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H12 H17 H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27

人口推移と将来推計（年齢3区分別の人口）
年少人口（0～14歳） 生産年齢（15～64歳） 老年人口（65歳以上） 人口総数

１　みどり市における少子化の現状 

(1)  み ど り 市 の 人 口 の 現 状  

① 人口動向と将来推計 
本市の人口は S45 年以降、H7 年にかけて急増し、その後はゆるやかな増加となりましたが、H17

年以降は減少に転じています。国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という）の推計値
によると、R27 年の推計人口は、38,280 人となります。 

 
 

② 年齢 3 区分別の人口 
H27 年には年少人口(15 歳未満の人口)が 6,833 人(13.4%)ですが、30 年後の R27 年には 3,787 人

(9.9%)まで減少する見込みです。また、生産年齢人口(15 歳以上 65 歳未満)は H12 年以降減少して
おり、H27 年から R27 年にかけて約 1 万人の減少が予想されます。一方、老年人口(65 歳以上)は
H22 年時点で 11,632 人(22.4%)と、すでにいわゆる超高齢社会(老年人口割合が 21%以上)と言われ
る状況になっています。老年人口は今後も増加傾向が続き、R27 年には 15,494 人(40.5%)となるこ
とが予想されます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

生産年齢人口、年少人口が

大きく減少していく

＜出典＞国勢調査結果（総務省統計局） 
＜注記＞R2 年以降は社人研の推計値（H30 年推計） 
    H27 年までの総数には年齢不詳を含む 
    端数処理のため、合計が 100%にならない場合がある

（人）

33155 33195 33442 32938
34969

40061
44064

46734
49502 50983 51,266 52,115 51,899 50,905 49,395 47,544

45,444
43,181

40,747
38,280

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

S25 S30 S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27

みどり 市の人 口推移 と将来 推計みどり市
減少していく

社人研推計値

（人）

＜出典＞国勢調査結果（総務省統計局）  
＜注記＞R2 年以降は社人研の推計値（H30 年推計）
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(2)  町 別 の 人 口 の 現 状  

① 町別の人口推移（国勢調査人口） 

町別の人口推移をみると笠懸町は S45 年以降、急激に人口が増加し続け、H27 年には 3 万人に迫

りましたが、H28 年をピークに減少傾向へと転じています。大間々町は、H2 年までは最も多くの

人口を有していましたが、S60 年をピークに近年は減少傾向にあり、H27 年には 2 万人を下回りま

した。東町は、S25 年以降一貫して人口減少を続けており、H27 年には約 2,000 人と 65 年間で 4 分

の 1 まで減少しています。 

(3)  み ど り 市 人 口 の 現 状 ま と め  

【全体】 
・みどり市の人口は、全体として今後もゆるやかに減少していく見込み。 

・人口全体の年少人口及び生産年齢人口が占める割合は減少していき、老年人口の割合がさらに
増加していく。 

・学校規模に関わる年少人口は、今後 20 年間で 3 分の 2 程度まで減少する見込み。 

→市全体として少子高齢化が進み少子化に伴う小中学校の小規模化が懸念される。 
 

【町別】 
・町別に見ると、笠懸町・大間々町・東町の人口はそれぞれゆるやかに減少していく。大間々町

は S60 年をピークに減少傾向に転じ、今後の大間々町の減少率は笠懸町の減少率よりも大きい
と推測される。東町は一貫して減少傾向にあり、人口総数が最も少ない。 

→大間々町では児童生徒数の減少が顕著となり、東町は義務教育学校となったが児童生徒数は非
常に少ない。一方で、笠懸町の児童生徒数は一定の規模を保っている。今後は３つの町の教育
環境格差が大きくなることが懸念される。  
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２　みどり市立学校の現状 

(1)  学 校 規 模 の 現 状　  

① 児童生徒数の推移と今後の推計 

【小学校・義務教育学校前期課程】 

 

 

 

 

 

【中学校・義務教育学校後期課程】 

 

 

 

○あずま小中学校（前期課程）を除いたすべての学校
で児童数は減少傾向にある。 

○笠懸町と大間々町の差が大きい。 
○大間々北小学校、大間々南小学校の小規模校化が顕

著である。 
○笠懸東小学校、大間々東小学校の減少率が大きい。

○多くの学校で生徒数は減少傾向にある。 
○３つの町の生徒数に大きな差がある。 
○大間々中学校の小規模校化が顕著である。 
○大間々東中学校の減少率も大きい。
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小学校児童数推移

笠懸小学校 笠懸東小学校

笠懸北小学校 笠懸西小学校

大間々北小学校 大間々南小学校

大間々東小学校 あずま小中前期
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中学校生徒数推移

笠懸中学校 笠懸南中学校

大間々中学校 大間々東中学校

あずま小中後期

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

笠懸小学校 431 434 420 398 388 378 372 363

笠懸東小学校 403 378 348 321 302 292 285 277

笠懸北小学校 332 333 324 319 302 309 292 278

笠懸西小学校 423 427 431 431 427 418 389 342

大間々北小学校 212 214 211 188 184 159 145 125

大間々南小学校 129 129 115 114 105 98 98 93

大間々東小学校 393 384 353 328 291 279 280 255

あずま小中前期 12 12 13 15 20 22 25 24

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

笠懸中学校 466 440 446 428 434 428 436 451

笠懸南中学校 411 380 380 397 391 380 337 315

大間々中学校 165 156 129 131 119 125 114 123

大間々東中学校 247 241 244 248 243 228 203 186

あずま小中後期 10 12 10 8 6 5 4 6
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② 学級数の推移と今後の推計 

【小学校・義務教育学校前期課程】 

※学級数は、特別支援学級の児童数を所属学年の児童数として
カウントした場合のニューノーマル GCP（P.12 参照）によ
る学級数。学校規模は、P.11 学校規模の分類参照。 

 

 

 

 

 

【中学校・義務教育学校後期課程】 

※学級数は、特別支援学級の児童数を所属学年の児童数として
カウントした場合のニューノーマル GCP（P.12 参照）による
学級数。学校規模は、P.11 学校規模の分類参照。 

 

 

 

 

 

○多くの学校で学級数は減少傾向にある。 
○笠懸町と大間々町の差が大きい。 
○大間々北小学校と大間々東小学校の減少率が大

きい。 
○大間々南小学校に加え、R12 年度からは大間々

北小学校も１学年１学級となる。 
○大間々東小学校も R11 年度より１学年１学級の

学年が出てくる。

○多くの学校で学級数は減少傾向にあるが、笠懸中
学校、大間々中学校、あずま小中学校（後期課
程）の学級数は横ばいである。 

○３つの町の学級数に大きな差がある。 
○大間々中学校は R9 年度より１学年１学級となる
学年が出てくる。 

○笠懸南中学校、大間々東中学校の学級数減少が顕
著である。
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小学校学級数推移

笠懸小学校 笠懸東小学校

笠懸北小学校 笠懸西小学校

大間々北小学校 大間々南小学校

大間々東小学校 あずま小中前期

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R12の学校規模

笠懸小学校 15 17 16 15 15 14 13 12 標準
笠懸東小学校 15 13 13 12 12 12 12 12 標準

笠懸北小学校 12 12 12 12 12 12 12 12 標準
笠懸西小学校 15 15 16 17 18 17 15 13 標準

大間々北小学校 10 10 9 8 8 7 7 6 小規模
大間々南小学校 6 6 6 6 6 6 6 6 小規模

大間々東小学校 13 13 14 13 12 12 11 11 小規模

あずま小中前期 4 4 3 3 3 3 3 4 過小規模

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R12の学校規模

笠懸中学校 15 14 14 14 15 15 15 15 標準

笠懸南中学校 13 12 12 13 13 13 11 10 小規模

大間々中学校 6 6 6 6 5 5 5 6 小規模

大間々東中学校 9 9 9 9 9 8 7 6 小規模

あずま小中後期 2 2 2 2 2 2 2 2 過小規模



- 11 - 

 ③ 小規模校化に伴う影響 

 少子化により児童・生徒数が減少し、小規模校となると次のような「よさ」がある一方で、
学校運営上の「課題」が生じます。学級数の減少と教職員の減少の２つの視点で、考えられ
る「課題」やそれに伴う児童・生徒への影響と学校運営への影響についてまとめました。 

（下記 表１） 

＜小規模校の「よさ」と「課題」＞ 

（表１） 

 観点 よさ 課題
 人

間
関
係
等

○互いをよく理解し、人間関係が深まる。 
○教員の目が行き届き、個に応じた素早い

対応ができる。 
○家庭状況等を把握しやすく、保護者や地

域と連携した効果的な指導ができる。

○児童生徒の人間関係や相互の評価が固定
化しやすい。

 社
会
性

○授業や学校行事等で活躍場面が増える。 
○一人ひとりがリーダーを務める機会が多

くなる。

○大きな集団における社会性やコミュニケ
ーション能力が身につきにくい可能性が
ある。

 

学
習
・
行
事

○一人ひとりの学習状況や学習内容の定着
状況を的確に把握できるため、補充指導
や個別指導を含めたきめ細かな指導が行
いやすい。 

○異年齢学習活動や教科横断的な学習な
ど、特色あるカリキュラム編成が可能。 

○郷土の教育資源を最大限に活用した教育
活動が展開しやすい。 

○体験的な学習や校外学習を機動的に行う
ことができる。 

○外国語や実技指導等、少人数であること
を生かした教育活動が可能。 

○運動場や体育館、特別教室などが余裕を
もって使える。 

○教材・教具などを一人ひとりに行き渡ら
せやすい。

○多様な物の見方や考え方、表現の仕方に
触れることが難しく、切磋琢磨する機会
が少ない。 

○学級対抗などができないため、行事が盛
り上がらない。 

○多様な学習形態により指導をすることが
難しい。 

○体育の球技、音楽の合唱・合奏などの集
団学習に支障が出る。 

○授業でその教科が得意な児童生徒に全体
の考えが引っ張られることがある。 

○クラブや部活動の種類が限定され、自由
に選択することができない。

 

教
員
数

○学校運営のためには校務分掌等の役割を
教員に割り振る必要があるが、必要な役
割の数は学校規模に関わらないため、教
員が少ないことで一人ひとりの教員が担
う役割が多くなる。負担感は大きくなる
が、規模の大きい学校に比べて重要な役
割を担う機会が増えることになる。つま
り、若手教員や中堅教員が校内の中心と
して早い時期から責任感をもって活躍で
きるため、教員としてのスキルや指導力
が向上し、人材育成につながる。

○経験年数、専門性、男女比等バランスの
とれた教職員配置やそれらを生かした指
導の実現が困難となる。 

○教員個人の力量への依存度が高まり、教
育活動が人事異動に過度に左右されたり
教員数が毎年変動することにより、学校
経営が不安定になったりする可能性があ
る。一人ひとりの教員の負担が増える。 

○児童・生徒の良さが多面的に評価されに
くくなる可能性がある。多様な価値観に
触れさせることが困難となる。 
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旧福岡西小

(統合)

(統合)

旧東学校給食センター(統合)

笠懸西小

地図凡例

旧福岡中央小(統合)

旧東中(統合)

(2) 学校配置の現状 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・みどり市は南北に細長く、学校数があまり多くないため、学校間の距離があり、１つの学校の
学区も比較的広くなっている。 

・東町では、あずま小学校と東中学校が統合されあずま小中学校となっている。（旧あずま小学
校を利用） 

・大間々町では、神梅小学校・福岡西小学校・福岡中央小学校が廃校となり、大間々北小学校に
統合されている。 

・笠懸町では笠懸小学校の分離新設により笠懸西小学校が創立され学校規模は適正となったが、
笠懸小学校と笠懸西小学校の距離が非常に近く、小学校４校の配置バランスが整っていないこ
とが課題である。 

・学校施設は、老朽化等により近い将来大規模改修や建替等が必要となるため、学校の適正規
模・適正配置の方針を基に計画的に整備していく必要がある。

＜みどり市立学校の立地状況＞
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学校名 主な構造 建築年 築年数 目標使用年数 主な改修履歴

1 笠懸小学校 RC造 昭和44年 55年 60年
R4,5年度トイレ改修工事
R6年度体育館LED照明改修工事

2 笠懸東小学校 RC造 昭和51年 48年 80年

R2年度給水管改修工事
R4年度外壁改修工事
R6年度体育館トイレ改修工事
R6年度体育館LED照明改修工事

3 笠懸北小学校 RC造 昭和53年 46年 80年 R6年度体育館LED照明改修工事

4 笠懸西小学校 RC造 令和4年 2年 － －

5 大間々北小学校 RC造 昭和46年 53年 80年
R3年度体育館屋根改修工事
R6年度体育館ステージ天井・LED照明改修工事
R6年度校舎・体育館外壁改修工事設計

6 大間々南小学校 RC造 昭和45年 54年 80年
R6年度体育館LED照明改修工事
R6年度校舎・体育館外壁改修工事設計

7 大間々東小学校 RC造 昭和54年 45年 80年 R6年度体育館LED照明改修工事

8 笠懸中学校 RC造 昭和46年 53年 80年
R5,6年度トイレ改修工事
R5年度体育館LED照明改修工事
R6年度給水管改修工事

9 笠懸南中学校 RC造 昭和57年 42年 80年
R1,2年度トイレ改修工事
R5年度体育館LED照明改修工事

10 大間々中学校 RC造 昭和45年 54年 60年
R3,4年度トイレ改修工事
R5年度体育館LED照明改修工事
R6年度校舎外壁・屋上防水改修工事

11 大間々東中学校 RC造 昭和58年 41年 80年
R2年度拠点避難所体育館空調設備設置工事
R3,4年度トイレ改修工事
R5年度体育館LED照明改修工事

12 あずま小中学校 RC造 平成12年 24年 80年
R2年度拠点避難所体育館空調設備設置工事
R5年度体育館LED照明改修工事

● 令和6年度の「みどり市公共施設個別施設計画」の見直しに伴い、これまでの改修工事による目標使用年数
　 が延長する場合があります。

みどり市立学校の状況（施設の状況）

● みどり市公共施設個別施設計画（計画期間2020年～2027年）では、いずれの学校も「施設を計画的に改修
　 しながら継続利用」としています。

● 目標使用年数は、個別施設計画の策定に際して行われた建築物の損傷状況調査の結果に基づき設定された
　 ものであり、改修等を行わない場合の年数となっています。

● 水銀灯の生産終了による、災害時避難所の確保も含め、各学校体育館ＬＥＤ照明更新工事（笠懸西小学校
　 を除く）を令和5年度及び令和6年度に実施しています。

● 「みどり市立学校適正規模及び適正配置に関する基本方針」に基づき、各学校の長寿命化工事を計画していき
　 ます。
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３　学校適正規模・適正配置に関わる法令等 

(1)  国 の 法 令 ・ 基 準 等  

 

○ 学校教育法施行規則 

（学級数） 

第四十一条 小学校の学級数は、十二学級以上十八学級以下を標準とする。ただし、地域の
実態その他により特別の事情のあるときは、この限りではない。 

（準用規定） 

第七十九条 第四十一条から第四十九条まで、第五十条第二項、第五十四条から第六十八条
までの規定は、中学校に準用する。 

第七十九条の三 義務教育学校の学級数は、十八学級以上二十七学級以下を標準とする。た
だし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りではない。 

 

○ 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律及び同施行令 

・義務教育緒学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 

（国の負担） 

第三条 国は、政令で定める限度において、次の各号に掲げる経費について、その一部を負
担する。この場合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に掲げる割合によるものと
する。 

 一～三は略 

 四 公立の小学校、中学校及び義務教育学校を適正な規模にするため統合しようとするこ
とに伴って必要となり、又は統合したことに伴って必要となった校舎又は屋内運動場の新設
又は増築に要する経費 二分の一 

２ 前項第一号の教室の不足の範囲及び同項第四号の適正な規模の条件は、政令で定める。 

 

・義務教育緒学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 

（適正な学校規模の条件） 

第四条 法第三条第一項第四号の適正な規模の条件は、次の各号に掲げるものとする。 

 一 学級数がおおむね十二学級から十八学級までであること。 

 二 通学距離が、小学校にあってはおおむね四キロメートル以内、中学校にあってはおお
むね六キロメートル以内であること。 

２ 五学級以下の学級数の学校と前項第一号に規定する学級数の学校とを統合する場合にお
いては、同項同号中「十八学級」とあるのは、「二十四学級」とする。 

３ 略 
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○ 小学校設置基準（平成十四年三月二十九日文部科学省令第十四号） 

（一学級の児童数） 

第四条 一学級の児童数は、法令に特別の定めがある場合を除き、四十人以下とする。ただ
し、特別の事情ががあり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りではない。 

（学級の編制） 

第五条 小学校の学級は、同学年の児童で編制するものとする。ただし、特別の事情がある
ときは、数学年の児童を一学級に編制することができる。 

 

○ 中学校設置基準（平成十四年三月二十九日文部科学省令第十五号） 

（一学級の生徒数） 

第四条 一学級の生徒数は、法令に特別の定めがある場合を除き、四十人以下とする。ただ
し、特別の事情ががあり、かつ教育上支障がない場合はこの限りではない。 

（学級の編制） 

第五条 中学校の学級は、同学年の生徒で編制するものとする。ただし、特別の事情がある
ときは、数学年の生徒を一学級に編制することができる。 

 

○ 学校規模の分類（公立小・中学校の国庫負担事業認定申請の手引から引用） 

 

○ 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 

（学級編制標準） 

第三条 公立の義務教育緒学校の学級は、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。
（以下略） 

２ 一学級の児童又は生徒の数の基準は、小学校（義務教育学校前期課程）は三十五人、中
学校は四十人とする。ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生
徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この数を下回る数を一学級の
児童又は生徒数の基準として定めることができる。（概要） 

第四条 市町村の設置する義務教育緒学校の学級編制は、都道府県の定めた基準を標準とし
て、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を考
慮して行う。 

２ 略 

 

 学級数 過小規模 小規模 標準規模 大規模 過大規模
 学校統廃合の 

場合の許容範囲

 小学校 １～５ ６～１１ １２～１８ １９～２４ ２５～３０ ３１以上

 中学校 １～２ ３～１１ １２～１８ １９～２４ ２５～３０ ３１以上

 義務教育学校 (１～８) (９～１７) １８～２７ (２８～３６) (３７～４５) ４６以上
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(2)  群 馬 県 の 基 準 及 び 県 独 自 の 取 組    

 

○ 令和７年度 群馬県市町村立小・中・特別支援学校学級編制基準 

 

 

 

○ ニューノーマル GUNMA CLASS PROJECT（R7 年度） 

１ 趣旨 

 教育イノベーションの一環として１人１台端末の効果的な活用により、一人ひとりの特性
や学習進度等に応じた「個別最適な学び」と答えが一つではない課題や答えのない課題に対
応する「協働的な学び」を推進し、群馬ならではの新しい学びを確立する。 

２ 方針 

全学年において、少人数学級編制を実施する。 

 

 

 

 

 

 

※みどり市では、ニューノーマル GCP の基準を基に、実際に各校で編制する学級編制基準
を定めています。 

 

 学校の種類 学級編制の区分 １学級の児童生徒数
 

小学校 

(義務教育学校 
前期課程を含む)

同学年の児童で編制する学級 
１ 第１学年～第６学年

 
３５人

 複式学級（二の学年の児童で編制する学級） 
１ 第１学年の児童を含む学級 

２ 第１学年の児童を含まない学級

 
 ８人 

１６人
 特別支援学級（学校教育法第 81 条）  ８人
 中学校 

(義務教育学校 

後期課程を含む)

同学年の生徒で編制する学級 ４０人
 複式学級（二の学年の生徒で編制する学級）  ８人
 特別支援学級（学校教育法第 81 条）  ８人
 特別支援学校 ※省略 ※省略

 学 年 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３
 国標準 35 35 35 35 35 35 40 40 40
 県基準 35 35 35 35 35 35 40 40 40
 ﾆｭｰﾉｰﾏﾙ GCP 30 30 35 35 35 35 35 35 35
 みどり市 30 30 35 35 35 35 35 35 35
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第３部 みどり市立学校適正規模・適正配置検

討委員会における検討の経緯 
 

 １ 学校適正規模・適正配置の検討について 

  (1) 学校適正規模・適正配置への取組の流れと方向性 

  (2) 検討内容 

(3) 検討のポイント 

  (4) 学校規模についての検討 

  (5) 学校配置についての検討 

 ２ 教育環境に関するアンケート 

  (1) みどり市立学校の教育環境に関するアンケート調査の概要 

  (2) アンケート調査結果概要 
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１　学校適正規模・適正配置の検討について 

(1)  学 校 適 正 規 模 ・ 適 正 配 置 へ の 取 組 の 流 れ と 方 向 性  

 ≪適正規模・適正配置検討委員会≫　　　　　　≪教育委員会≫　　　　　　　≪各地区別検討委員会≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年 月 内 容 備 考
 Ｒ５年 

７月６日（木）
第１回委員会 ・委嘱、諮問 

・現状説明、アンケート検討等
 １０月５日（木） 第２回委員会 ・学校適正規模・適正配置の基本的な考え方検討 

・アンケート調査内容の検討

 Ｒ６年 
１月 16 日（火）

第３回委員会 ・アンケート調査結果の報告 
・学校適正規模・適正配置の基本的な考え方の検討 
・問題解決の方向性等の検討

 ５月２１日（火） 第４回委員会 ・学校適正規模・適正配置の基本的な考え方まとめ 
・答申について

 7 月 25 日（木） 第５回委員会 ・答申案作成及び内容等の検討 
・その他、修正等

 ８月 28 日（水） 第６回委員会 ・答申最終確認・決定 → 答申

 １０月～１２月 教育委員会基本方針（案） 
パブリックコメント

・基本方針策定までに関係各課との調整を行う 
・市長等に助言をいただきながら策定していく

 Ｒ７年１月 教育委員会基本方針策定  

  ２～３月 基本方針についての説明会 ・基本方針を受け、適正規模・適正配置について地
区ごとの意見を幅広く聞く

 検討開始時期～ 地区別検討委員会立ち上げ 
地区別の検討開始

・笠懸地区検討委員会、大間々地区検討委員会、東
地区検討委員会を基本とする。

検討委員会にて方針検討・答申   方針案･ﾊﾟﾌﾞｺﾒ･方針策定･方針説明会  地区委員会発足・協議 
令和 5 年 7 月～令和 6 年 8 月     令和 6 年 9 月～令和 7 年 3 月     検討開始時期～

みどり市立学校
適正規模・適正
配置検討委員会

みどり市立学校適正規模・適正配置に関する基本方針策定 
※地区別の検討委員会における検討のベースとなるもの

笠懸地区検討委員会 大間々地区検討委員会 東地区検討委員会

・市の基本方針をもとに、各地区の実情を踏まえながら具体的な検討を行う。 
・学校規模の適正化、学校配置の適正化、適正化の時期等

・行政からの諮問に対して、意見を具申する。 
・本委員会では、適正化のベースとなる大枠についての答申 

となる。 
・行政は答申を踏まえて、基本方針を策定する。 

答
申
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(2)  検 討 内 容  

①　適正な学校規模に関すること 

・児童生徒一人ひとりを大切にした適正な学校規模の基本的な考え方について 

・小規模校の「よさ」と「課題」について 

・小規模校の「よさ」を生かし、「課題」を補う取組について  など 

②　適正な学校配置に関すること 

・統廃合や義務教育学校への移行及び学校施設の老朽化に対応する改修や建替等に伴う
適正な学校配置について 

・児童生徒一人ひとりの安全・安心を考慮した通学方法や通学時間、通学距離等の基準
について 

・学校区の見直しについて  など 

③　学校適正規模・適正配置に向けた取組に関すること 

 ・魅力ある学校づくりについて 

・適正化するための方法について 

・適正化にあたっての留意点、配慮する点について  など  

 (3)  検 討 の ポ イ ン ト  

 
 ① 笠懸町･大間々町･東町の実情が大きく異なることから画一的に考えることが難しい。
 ・小規模化している大間々町に焦点を当てて協議し、学校規模の最低ラインを基本的な考え

方とする。東町はすでに義務教育学校としてスタートし適正化が図られているが他の町と
連携した取組や地域活性化の取組等について検討する。

 ② アンケート結果は一般的に理想とされるものだが、現実とかけ離れている部分がある。
 ・アンケート結果を基準にすると今後の大間々町では「統合ありき」になってしまうため、

小規模化している大間々町を軸に考えながら今後の笠懸町についても網羅する基準とす
る。 

・理想と現実がかけ離れたものにならないように、10～20 年先を見据えた上で考えられる
適正化のイメージを共有しながら、望ましい学校規模及び学校配置について検討する。

 ③ 一人ひとりを大切にした教育の実践を踏まえた検討について
 ・小規模校には小規模校の「よさ」があるため、小規模校の「よさ」を生かし「課題」を補

うことや「魅力ある学校づくり」など、小規模校を存続させる際の方策等についても検討
する。 

・本委員会の答申及び教育委員会が策定する方針は、学校適正規模・適正配置の基本的な考
え方の大枠を示すものである。具体的な適正化の方策等については、今後行われる地区別
検討委員会に委ねるものとし、各町の実情に合わせた検討を縛ることのないよう配慮す
る。
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(4)  学 校 規 模 に つ い て の 検 討  

＜学校規模別学校数＞               R5.5.1 現在（本委員会における検討開始時）

 

・笠懸・大間々・東町では、児童生徒数・学級数に大きな開きがあり、実情が異なっている。 

・今後の児童生徒数推計を見ると、大間々中学校は令和９年度から１つの学年で単学級となる可
能性がある。また、大間々東小学校と笠懸南中学校は令和 11 年度に 11 学級となり、小規模校
の範囲に入る可能性がある。 

・東町では、あずま小学校と東中学校が統合し、令和 4 年度より義務教育学校「あずま小中学校」
としてスタートしている。 

・笠懸町の笠懸小学校は 1,000 人規模の大規模校であったが、令和 4 年度より開校した笠懸西小
学校の分離・新設により、両校が標準規模校となった。 

① 望ましい学校規模を「小学校１学年２～３学級、中学校１学年 4～5 学級（学校全
体で 12～18 学級）」とした場合  

○ 大間々町では、大間々東小学校を除いたすべての小中学校がすでに小規模校化しており、すでに
基準を下回っていることになるため、早急に統廃合に向けた検討を行うことになる。 

【課題点】・統合した場合の通学距離、通学時間、通学手段の問題 
     ・学校が地域から無くなった場合の地域コミュニティへの影響 
     ・地域住民の避難所機能を含めた学校の跡地利用の問題 
     ・統合により児童生徒数は増加するが、すべての学年で学級数の増加にはならず、単に１

学級の人数が増えるだけになる可能性がある。その結果、一人ひとりを大切にしたきめ
細かな教育が難しくなり、また、教職員の負担も増えてしまう。 

     ・統合により一時的に学級数が増加したとしても、数年後に再び１学年１学級となる学年
が出てくるため、統合のメリットが小さい。 

みどり市
学校数

笠西小

笠東小

あずま 大南小 大北小 笠北小 笠小 大東小

学級数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
学校教育法施
行規則標準

みどり市
学校数

あずま 大中 大東中 笠南中 笠中

学級数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
学校教育法施
行規則標準

1校 3校 5校 0校

過小規模校 小規模校 標準規模校 大規模校

1校 2校 2校 0校

過小
規模校 小規模校 標準規模校 大規模校

小
学
校

義
務
前
期

中
学
校

義
務
後
期
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② 望ましい学校規模を「１学年１学級以上（小学校 6 学級以上、中学校 3 学級以
上）」とした場合  

○児童生徒数の今後の推計では、令和 22 年度においても笠懸町及び大間々町においては 1 学年

１学級を維持できる見込み。 

【課題点】・小規模校の「よさ」を生かし、「課題」を補うための方策が必要である。 
      ※小規模校の「よさ」と「課題」については P.11 の表 1 参照 

     ・中学校については、社会性を育む大切な時期であることから一定の学校規模を確保
することが重要であるため、中学校同士の統合や義務教育学校への移行については
検討の余地がある。 

(5)  学 校 配 置 に つ い て の 検 討  

＜学校配置に関する現状の課題＞  ※学校の立地状況、施設状況については P.12～13 参照 

【笠懸町】 

・ 笠懸小学校の分離新設により笠懸西小学校が創立され学校規模は適正となったが、笠懸小
学校と笠懸西小学校の距離が非常に近く、小学校４校の配置バランスが整っていない。 

・ 現在の学区では、笠懸小学校の卒業生が２つの中学校へ別れて進学することになるが、笠
懸小学校の隣にある笠懸中学校へ進学する児童はおよそ３割程度で、笠懸南中学校へ進学す
る生徒がおよそ 7 割を占めている。中学校への進学時における抵抗感、いわゆる「中１ギャ
ップ」を緩和するために、学校区の見直しについても検討する必要がある。 

【大間々町】 

・ 大間々町では学校規模に関する課題が大きいが、義務教育学校への移行や小規模校の統廃
合などの学校規模の適正化と併せて、どの学校敷地を使っていくかなど学校配置の検討が必
要である。  

【東町】 

・ 東町では、あずま小学校と東中学校を合わせて令和 4 年度より義務教育学校としてスター
トしている。しかし、児童生徒数は非常に少ないため、特認校としての市内全域との関わ
りや地域活性化の取組など、市の施策等と合わせて学校の活性化を図っていけるとよい。 

【市全体：学校施設について】 

・学校施設の老朽化により、近い将来大規模改修または建替等が必要となってくるため、学
校適正化と併せて検討し、計画的に整備していく必要がある。 

・校舎の一部が目標使用年数に近づいている学校 → 笠懸小学校・大間々中学校  

※ 目標使用年数は、みどり市公共施設個別計画の策定に際して行われた建築物の損傷状況
調査の結果に基づき設定されたものであり、改修等を行わない場合の年数となっている。個
別施設計画では、「施設を計画的に改修しながら継続利用」としている。  
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２　教育環境に関するアンケート 

(1)  み ど り 市 立 学 校 の 教 育 環 境 に 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 の 概 要  

① 調査目的  

みどり市立学校適正規模・適正配置検討委員会において、小中学校における学校規模の

適正化や将来を見据えた学校配置の在り方、少子化に対応した魅力ある学校づくりなどに

ついて検討する際の参考資料とするため、保護者、児童生徒及び教職員を対象として、小

中学校の教育環境に関する調査を行う。 
 

② 調査対象  

 

 

 

 

 

③ 調査方法  
　各小・中・義務教育学校及び市内保育園・幼稚園を通じて調査依頼通知を配布し、Web 上

での回答（Google Forms）により回収及び集計を行った。 
 

④ 調査期間  

令和 5年 10 月 23 日(月)から令和 5年 11 月 17 日(金)まで 
 

⑤ 配布数及び回答数  

 調査種別 対象者数 回答数 回答率

 

保護者

小学校 5年生 377 人 240 人 63.7%

 中学校 2年生 393 人 241 人 61.4%

 未就学児 277 人 95 人 34.3%

 計 1,047 人 576 人 55.0%

 
教職員

小学校 172 人 168 人 97.7%

 中学校 120 人 112 人 93.3%

 計 292 人 280 人 95.9%

 
児童生徒

小学校 5年生 383 人 355 人 92.7%

 中学校 2年生 396 人 341 人 86.1%

 　　計 779 人 696 人 89.4%

 合計 2,118 人 1,552 人 73.3%

 調査種別 調査対象

 保護者 ①みどり市立小学校 5年生の保護者 

②みどり市立中学校 2年生（義務教育学校 8年生）の保護者 

③令和 6年度に小学校入学予定の未就学児の保護者

 教職員 ④みどり市立小学校の教職員 

⑤みどり市立中学校の教職員

 児童生徒 ⑥みどり市立小学校 5年生の児童 

⑦みどり市立中学校 2年生（義務教育学校 8年生）の生徒
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(2)  ア ン ケ ー ト 調 査 結 果 概 要  

① １つの学級における児童生徒数について 

ア　＜小学校＞　現在、在籍している学級の児童数についての印象 

（問）現在、在籍している学級の児童数について、どのように感じていますか。 
 

（単位：％） 

・「ちょうどよい」は、すべての対象者で「21～30 人」の割合が高く、続いて「11～20 人」
の保護者以外の割合が高かった。 

・「31～35 人」では「多い」の割合が高くなっているが、児童は他の対象者よりも「31～
35 人」を「ちょうどよい」と感じている割合が突出して高かった。 

・「１～10 人」では、保護者と教職員の 4 割、児童のすべてが「ちょうどよい」という回答
であった。 

・教職員では「21～30 人」「31～35 人」を「多い」と回答した割合が他よりも高かった。 
 

 イ　　＜小学校＞　１つの学級における適切な（理想的な）人数について 

（問）小学校の１つの学級における児童数は、何人くらいが適切だと思いますか。  

（単位：％）   

・すべての対象者において「21～30 人」を適切な人数とする割合が高かった。次に「11～
20 人」の割合が高かった。 

・児童は「31~35 人」を適切と考える割合が 30%超となっているが、教職員は１％を切って
いる。アンケートの記述からは、教職員の立場からは、１学級の人数が 30 人を超えると
目が行き届かず、指導しにくいと感じていることが分かった。 

・小学校と中学校を比較すると「11～20 人」を適切と考える割合が高く、「31～35 人」の
割合が低い。小学校の方が１学級の人数が少ない方がよいと考えているのではないか。 

 対象者 1～10 人 11～20 人 21～30 人 31～35 人
 小 5 保護者 0.4 10.8 75.0 13.7
 未就学児保護者 0.0 28.4 64.2 7.4
 小学校教職員 3.0 26.8 69.6 0.6
 中学校教職員 0.0 32.1 67.0 0.9
 小 5 児童 1.4 9.9 58.0 30.7
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ア　＜中学校＞ 現在、在籍している学級の生徒数についての印象 

（問）現在、在籍している学級の生徒数について、どのように感じていますか。 
 

 （単位：％） 

・すべての対象者で「21～30 人」が「ちょうどよい」と感じている割合が高かった。 

・「11～20 人」では、100％の教職員が「ちょうどよい」と回答しているが、保護者は「少
ない」と回答した。 

・「31～35 人」では、生徒の約 80%が「ちょうどよい」と感じているのに対して、教職員
の 96%が「多い」と回答した。 

・「1～10 人」では、保護者と教職員の 30%程度、生徒の 70％が「ちょうどよい」と回答
した。 

 
イ　＜中学校＞　１つの学級における適切な（理想的な）人数について 

（問）中学校の１つの学級における生徒数は、何人くらいが適切だと思いますか。  

（単位：％） 

 

・すべての対象者において、「21～30 人」を理想と考える割合が最も高かった。 

・教職員は「31～35 人」を適切と考える割合が他の対象者よりも低かった。 

・小学校と比較すると「11～20 人」の割合が低く、「31～35 人」の割合が高い。中学校の
方が小学校よりも１学級の人数が多い方がよいと考えていることが分かった。 

 

 対象者 1～10 人 11～20 人 21～30 人 31～35 人
 小５保護者 0.4 10.0 66.3 23.3
 中２保護者 0.0 8.7 77.2 14.1
 小学校教職員 0.0 13.1 78.0 8.9
 中学校教職員 1.8 8.9 83.0 6.3
 中 2 生徒 1.5 4.1 69.5 24.9
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② １つの学年における学級数について 

ア　＜小学校＞　現在、在籍している学年の学級数についての印象 

（問）現在、在籍している学年の学級数について、どのように感じていますか。 

（単位：％） 

 

・「3 学級」が「ちょうどよい」という回答が最も多かった。「1~2 学級」では「少ない」
の割合が高かった。 

・「1 学級」は「少ない」という割合が高いが、「ちょうどよい」も「2 学級」より高かっ
た。 

 

イ　＜小学校＞　１つの学年における適切な（理想的な）学級数について 

（問）小学校の１つの学年には、いくつの学級があればよいと思いますか。 

（単位：％） 

・すべての対象者において「3 学級」が最も多く、次に「2 学級」が多かった。 

 対象者 複式学級 １学級 ２学級 ３学級 ４学級 ５学級
 小 5 保護者 0.0 2.5 21.3 62.9 6.3 1.7
 未就学児保護者 4.2 0.0 32.6 41.1 9.5 0.0
 小学校教職員 0.0 0.0 9.5 82.1 4.2 0.0
 中学校教職員 0.0 0.0 10.7 72.3 15.2 1.8
 小 5 児童 0.3 4.2 35.5 38.9 8.5 4.5
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ア　＜中学校＞　現在、在籍している学年の学級数についての印象 

（問）現在、在籍している学年の学級数について、どのように感じていますか。 

（単位：％） 

 

・「3 学級」が「ちょうどよい」という回答が多く、次に「4 学級」と「5 学級」が多かっ
た。 

・「1~2 学級」では「少ない」が多く、「5 学級」では「多い」の割合が高かった。 
 

イ　＜中学校＞　１つの学年における適切な（理想的な）学級数について 

（問）中学校の１つの学年には、いくつの学級があればよいと思いますか。 

（単位：％） 

 

・ほとんどの対象者において「3 学級」の割合が最も高く、次に「4 学級」が多かった。 

・教職員は、保護者や生徒に比べて「4 学級」と「5 学級」の割合が突出して低かった。 

 対象者 複式学級 １学級 ２学級 ３学級 ４学級 ５学級
 小５保護者 0.4 1.3 7.9 47.9 29.2 13.3
 中２保護者 1.2 0.4 5.0 30.3 31.5 16.6
 小学校教職員 0.0 0.0 9.5 82.1 4.2 0
 中学校教職員 0.0 0.0 10.7 72.3 15.2 1.8
 中 2 生徒 0.3 1.5 9.7 24.6 22.6 26.1
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③ 通学方法・通学時間について 

ア　＜小学校＞　通学方法について 

（問）現在の通学方法は何ですか。（小５児童回答） 

 
（問）小学生の通学の方法として適切だと考えるものをすべて選んでください。（小学校

教職員回答） 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

イ　＜小学校＞通学時間について 
（問）現在、通学にどれくらいの時間がかかっていますか。 

 
 
 
 
 
 

（問）小学生にとって、通学の限度（最長）だと思う時間はどれくらいですか。 

 

 

 

 

 

 

 

・通学にかかる限度の時間は「30 分」が最も多く、次が「45 分」となった。 

・多くの保護者は 30 分以内の通学時間を望んでいることが分かった。 

 時 間 割合(%)

 15 分未満 45.4

 15 分～30 分未満 39.6

 30 分～45 分未満 12.9

 45 分～60 分未満 2.1
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・現在の通学時間が 45 分未満の児童が 

全体の約 98％となっている。 
・45～60 分未満と回答した 2.1%の通学方法は

「徒歩」。 
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ア　＜中学校＞　通学方法について 

（問）現在の通学方法は何ですか。（中２生徒回答） 

（問）中学生の通学方法として適切だと考えるものをすべて選んでください。（中学校教
職員回答） 

イ　＜中学校＞　通学時間について 

（問）現在、通学にどれくらいの時間がかかっていますか。 

 
 
 
 
 
 
 

（問）中学生にとって、通学の限度（最長）だと思う時間はどれくらいですか。 

 
 
 
 
 
 
 

・通学にかかる限度の時間は「30 分」が最も多く、次が「45 分」となった。 

・保護者は短い通学時間を望んでいることが分かった。 

 時 間 割合(%)

 15 分未満 56.3

 15 分～30 分未満 38.7

 30 分～45 分未満 2.3

 45 分～60 分未満 0.6

 60 分以上 0.9
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・現在の通学時間が 30 分未満の児童が全体の
95％いることが分かった。 

・45～60 未満と回答した 0.6%の通学方法は
「自転車」だった。 

・60 分以上と回答した 0.9 の通学方法は「自転
車」と「公共交通機関」だった。
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③ 学校に期待すること（回答割合の上位５つまでを抜粋）       （単位：％） 

ア　小学校 5 年生 

 

イ　中学校２年生 

 

ウ　保護者 

 

エ　教職員 
 １ きめ細かな観察により教員が児童生徒一人ひとりに必要な指導を行えること 20.3
 ２ 多様な意見に接することで人間の幅を広げることができること 18.0
 ３ 多数の同級生と切磋琢磨しながら学力や体力を伸ばせること 15.3
 ４ 教員の目が行き届き、早い段階で問題に対応できること 14.4
 ５ 個に応じた多様な学習環境で学びを深められること 8.6

 １ 児童生徒どうしの人間関係が深まりやすく、親友をつくれること 29.3
 ２ クラブや委員会活動、中学校の部活動などの選択幅が広く、やりたいことが

やれること
17.6

 ３ たくさんの同級生と励まし合ったり競い合ったりしながら、学力や体力を伸
ばせること

15.1

 ４ クラス替えで人間関係の幅が広がり、たくさんの友達ができること 12.3
 ５ 先生の目が行き届き、早い段階で問題に対応してくれること 7.6

 １ 児童生徒どうしの人間関係が深まりやすく、親友をつくれること 25.7
 ２ クラブや委員会活動、中学校の部活動などの選択幅が広く、やりたいことが

やれること
15.6

 ３ クラス替えで人間関係の幅が広がり、たくさんの友達ができること 13.9
 ４ 学校行事等で、児童生徒一人ひとりの登場場面が多く、活躍できること 8.6
 ５ 多数の同級生と切磋琢磨しながら学力や体力を伸ばせること 8.3

 １ 先生の目が行き届き、早い段階で問題に対応してくれること 23.5
 ２ きめ細かな観察により、先生が児童生徒一人ひとりに必要な指導を行ってく

れること
18.1

 ３ 児童生徒どうしの人間関係が深まりやすく、親友をつくれること 14.6
 ４ それぞれの児童生徒に応じた多様な学習環境で学びを深められること 10.0
 ５ クラブや委員会活動、中学校の部活動などの選択幅が広く、やりたいことが

やれること
9.0
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④ みどり市が行ってきた学校の小規模校化に対する対応について 

（単位：％） 

【賛成意見】 

 

【反対意見】 

 
賛成

どちらかと 
いうと賛成

どちらかと 
いうと反対

反対 分からない

 小 5 児童 20.0 34.6 18.9 10.4 16.1
 中２生徒 24.0 27.3 12.9 7.6 28.2
 保護者 21.2 39.1 9.7 0.9 29.2
 教職員 32.5 43.9 3.9 0.0 19.6

 児
童
・
生
徒

・今の学校では部活動の数が少なく選択肢が狭い。教職員数の確保や生徒がたくさん
の人と関わることで社会性を学ぶ場になるため賛成。 

・（統合により）クラス替えができるようにしてほしい。 
・（統合により）１クラスの人数をもっと多くして友達を増やしたい。

 

保
護
者

・人数が少ない学校は統合するべきだと思うのでこれまでの対応については賛成で
す。 

・大間々の小学校と中学校は統合してそれぞれ１校ずつにするべき。 
・単学級の場合、人間関係のトラブルなどに対応できないので統廃合等の適正化を進

めるほうがよい。 
・子供同士の交流が成長の過程で重要なので、少子化に伴い適正化を図ることは大事

な事。
 教

職
員

・少子化によりこれまでの学習や学校行事、部活動について見直す時期が来ている。 
・児童生徒の通学問題が解消できるのであれば、学校の統廃合には賛成。

 児
童
生
徒

・学校は近い方がよい。 
・１クラスの人数は、もう少し少ない方がよい。 
・１学年１学級でも友達と仲良くできる。

 

保
護
者

・通学距離を考えると子供に負担がかかるため、統合以外にも小規模校を生かした教
育も考えていただきたい。 

・学校の周辺に人が集まり、地域が形成されている。統廃合により地域から学校が無
くなると途端に人口が減り、家が無くなっていくことを考えると安易に統廃合をし
て欲しくない。地域への影響を考えて適正化を検討していただきたい。 

・小規模校であっても子供たちは今置かれている環境に順応している。急に環境の変
化があるとストレスになるため、統廃合等を行う際には、配慮してもらいたい。 

・小学校と中学校は別の方がよい。 
・統合により小学生に長い距離を歩かせるのは良くない。スクールバス等の対応も望

むが、朝が早くなり帰りが遅くなるなど、時間的な負担が増えてしまう。 
・山間部を除き、小学校は子供の足で通える範囲が望ましい。 
・統合により１学級の人数が多くなってしまうと先生の目が行き届かない。小学校

は、少人数できめ細かに指導してほしい。
 教

職
員

・過去の経験から１クラスの人数は 20 人程度がよい。教員の目が行き届き、児童生徒
も落ち着いていた。 

・地域との兼ね合いがあるため、統合には慎重な判断が求められる。
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⑤ 小規模校化した場合の学校運営上の課題（教職員の回答） 

ア 学校規模に関する学校運営上の課題                （単位：％） 

イ 教職員数に関わる学校運営上の課題                 （単位：％） 

 
⑥ まとめ 

１ １学級の児童生徒数 

２ １つの学年における学級数      

 ３ 通学時間 

 ４ その他（要約） 
・学校が廃校になるとその地域の活力が失われる。地域のことを考え学校は残してほしい。 
・安易に統合せず、リモートによる学校間連携や地域人材を活用し地域と協働するカリキュ

ラム編成などを工夫し、子供たちが安心して学べる教育環境を整えてほしい。 
・規模を大きくせず、一人ひとりを大切にして生きていく力、やりたいことが出来るように

する力を身に付けられるような教育の充実を目指して欲しい。 
・暑すぎてプールに入れないことが多い。民間への委託なども今後は検討してほしい。 
・中学校の部活動は学校間で連携するなど工夫しやりたいものを選べるようにしてほしい。

 １ クラブ活動や部活動（中学校）の種類が限定される 14.5
 ２ クラス替えができないため、人間関係が固定的・序列的になる 12.7
 ３ 一部の児童生徒の考えに全体が引っ張られることが多くなる 12.4
 ４ 児童生徒数が少ないため、多様な考えに触れさせることができない 10.9
 ５ 体育科の球技や音楽科の合唱・合奏など集団学習の実施に制約が生じる 10.0
 6 グループ分けや班活動に制約が生じる 8.8
 7 多様な発言が引き出しにくく、授業展開に制約が生じる 7.7

 １ 職員数が少ないため、一人ひとりの負担が大きい 19.9
 ２ 免許外指導の教科が生まれる可能性がある 12.9
 ３ 職員数が少ないため、経験や教科等のバランス良い配置ができない 12.1
 ４ クラブ活動や部活動の指導者確保が困難となる 11.4
 ５ 習熟度別指導などクラスの枠を超えた多様な指導形態がとりにくい 11.2
 6 職員数が少ないため、出張や年休取得が難しい 10.7
 7 教育活動が人事異動に過度に左右されたり、教員数の変動により学校経営が

不安定になったりする可能性がある
10.4

 小学校 「21～30 人」が適切 ・人数が多すぎると先生の目が行き届かず、きめ細かな
指導をしてもらえない。 

・学校の統合により１学級の人数が増えることは反対。 
・多くても少なくてもそれぞれにメリットとデメリット

がある。25 人くらいが一番バランスがよい。

 
中学校 「21～30 人」が適切

 小学校 「２～３学級」が適切 ・クラス替えができるとよいが、１学級でも異学年交流
が出来て良い。先生の目も行き届くので良い。 

・学級数よりも１学級の人数の方が重要。 
・複数学級があると教員同士が協力出来て良い。

 中学校 「３～４学級」が適切

 小学校 「30 分～45 分」が適切 ・毎日のことなので通学距離を考えると統合には反対。 
・自分の足で通える学校に行かせたい。 
・小規模校を生かした教育も考えてもらいたい。 
・適正化のため、学校区の見直しも考えてもらいたい。

 中学校 「30 分～45 分」が適切
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第４部 基本方針 
 

１ みどり市としての望ましい学校適正規模・適正配置 

 

２ 小規模校を存続する場合の方策 

 

３ 少子化に対応した魅力ある学校づくり 

 (1) 地域との協働関係を生かした学校づくり 

 (2) 魅力あるカリキュラムの導入等 

 (3) ICT を活用した教育や学校間連携等 

 (4) 部活動の段階的な地域移行 

 (5) 施設整備面での充実 

 

４ 検討開始時期及び検討対象、地区別検討委員会について 

 (1) 検討開始時期と地区別検討委員会の設置、検討対象について 

 (2) 地区別検討委員会について 

 

５ 地区別検討委員会における参考事項 

  

６ 学校適正規模・適正配置に関する参考資料 

(1) 笠懸町の適正配置 

(2) 大間々町の適正規模及び適正配置 

(3) 東町の適正化について  
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１　みどり市としての望ましい学校適正規模・適正配置 

○ 学校適正規模・適正配置については、以下のとおりとする。 

 

【学校適正規模】 

(1) １学年１学級以上(小学校は６学級以上、中学校は 3 学級以上)とすること。 

(2) 小規模校を存続させる場合、「よさ」を生かし「課題」を補う方策を実施する
こと。 

(3) １学年の人数が 15 人以下（複式学級の可能性が出てくる人数）となった場合、
学校統合や義務教育学校への移行により一定の学校規模を確保すること。 

 

【学校適正配置】 

(1) 通学時間は、通学方法にかかわらず片道４５分以内となること。 

(2) 徒歩通学は３キロメートル未満の距離となること。 

(3) 小中学校の円滑な接続ができるよう学校区を見直すこと。 

見直す時期については、学校施設の大規模改修や移転新築及び統廃合等に併せ
て行うこと。 

(4) 施設の目標使用年数を見通し、改修や建替の検討を開始し、計画的な学校施設
の整備を行うこと。 

 

 

○ 学校規模・配置の適正化の検討にあたり、下記の事項について留意すること。 
 
【留意事項】 

(1) 「こどもの意見表明権（こども基本法、子どもの権利条約）」を考慮し、当該
地区の児童生徒の意見を十分に聞くこと。 

(2) 住民・保護者等と協議を重ね、関係者の理解と協力が得られるようにすること。 

(3) 検討の際には、通学手段や通学距離及び通学時間、教職員の配置や負担、当該
地域の地理的特性や歴史的背景、跡地利用を含めた学校施設の整備計画等も考
慮すること。 

(4) 近年の夏の酷暑により児童生徒の熱中症のリスクが高まっているため、学校区
の見直しを行う際には、通学時間及び通学距離を短くすることを考慮すること。
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２　小規模校を存続する場合の方策 

○ 小規模校を存続する場合は、教育の機会均等とその水準の維持向上という義務教育制度の本
旨に鑑み、以下のような方策を行う。 

 
【小規模校の「よさ」を生かす方策(例)】 

・少人数であることを生かした教育活動(外国語の指導や実技指導等)の徹底 
・個別指導、繰り返し指導の徹底等による学習内容の定着 

・地域の自然・文化・産業資源等を生かした特別なカリキュラムの編成 
・地域との密接なつながりを生かした校外学習・体験活動の充実 
 

【小規模校の「課題」を補う方策(例)】 
・小中一貫教育（義務教育学校）による一定の学校規模の確保 

・社会教育施設等との複合化による教育活動の充実 
・ＩＣＴの活用による他校との合同授業や遠隔授業 
・小規模校間のネットワークの構築 

 
※ 小規模校の「よさ」と「課題」については P.11 表１参照 

 
 

３　少子化に対応した魅力ある学校づくり 

(1)  地 域 と の 協 働 関 係 を 生 か し た 学 校 づ く り  

みどり市では令和 6 年度より、市内すべての学校が「コミュニティ・スクール」となりまし
た。学校を核として、保護者や住民の皆さんと学校との絆を深め、一体となって学校を支えた
り、地域活性化の推進につながったりすることを目指しています。 

コミュニティ・スクールは、保護者や地域住民が学校運営に参画することを通じて、教職員
と地域の人々が目標や課題を共有し、学校の教育方針や教育活動に地域のニーズを的確かつ機
動的に反映させることを可能とするものであり、地域ならではの創意工夫を生かした特色ある
学校づくりにつながるものです。 

今後、学校の適正化により統廃合等を行う場合においても、その検討を契機に地域と学校の
より密接な協働関係を構築していくことが大切です。また、例えば各教科や総合的な学習の時
間、特別活動等の時間を有機的に連携させ、対象地域の多様な文化・地理・歴史・産業等の教
育資源を積極的に活用した教育活動を展開することにより、地域学習やふるさと教育を充実さ
せることも考えられます。また、地域に所在するか否かを問わず、大学や短大、専門学校等教
育機関との持続的なネットワークを構築したり、学生との交流の機会を確保したりすることは、
学校教育の充実のみならず、地域全体の活性化にも資するものと考えます。 
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(2)  魅 力 あ る カ リ キ ュ ラ ム の 導 入 等  

近年では、子供の発達の早期化やいわゆる「中１ギャップ」への効果的な対応、学習内容の
高度化への対応、社会性育成機能の強化といった観点から、「小中一貫教育」を導入する市町
村が増えています。みどり市でも令和４年度より義務教育学校として「あずま小中学校」が開
校しました。あずま小中学校は児童生徒数が少ない状況ですが、英語教育やプログラミング教
育など、小・中学校段階を一体的に捉えた特色あるカリキュラムを取り入れています。小・中
が別であった時に比べて、一定の児童生徒数や教職員数を確保することができ、学校行事の活
性化や異年齢交流の機会の拡大等大きな成果を得ています。 

しかし、小学校には小学校の「よさ」、中学校には中学校の「よさ」があるため、今後の学
校適正化検討においては、地域の実情を踏まえながら学校統合や義務教育学校への移行等、地
域との連携や学校間の連携を強化した魅力あるカリキュラムの導入を推進します。 

 

(3)  ICT を 活 用 し た 教 育 や 学 校 間 連 携 等  

GIGA スクール構想により児童生徒一人ひとりにタブレット端末が配布され、ネットワーク
環境も整備されました。みどり市においては、令和 6 年度より全ての学級に電子黒板が導入さ
れています。各教科の授業や学校行事等では、すでに ICT を効果的に活用した実践が行われて
おり、子供たちだけでなく教職員の業務効率化や負担軽減にも効果を上げています。今後も教
職員研修等を計画的に行いながら、子供たちが主体的に学び、変化の激しい時代を生き抜く力
を身に付けることを目指します。 

また、少子化に伴う小規模化によって、一部の学校では協働的な学びの実現が困難になって
くることが予想されます。学校間をオンラインでつなぎ、他校の児童生徒同士が協働して学ぶ
遠隔合同授業や地域の住民や大学等の人材を活用したオンライン授業など、ICT を効果的に活
用し、小規模校の「課題」を補う取組を行っていきます。さらに、不登校など学校を休みがち
な児童生徒への支援として、オンライン授業や担任の先生やカウンセラーとの面談等、ICT の
強みを生かしながら工夫した取組を行うことも必要であると考えます。 

 

(4)  部 活 動 の 段 階 的 な 地 域 移 行  

部活動については、国の方針を受け、段階的に地域移行を目指します。現在は、地域移行に
向け、中学校単位での活動を基本としながら、部活動指導員の配置や合同部活動を拡充させて
実施しています。今後は、部活動が学校主体の活動から地域に根差した活動に移行していくた
めに「部活動の在り方検討委員会」を立ち上げ、地域のスポーツ協会や社会体育との連携、教
職員の兼職兼業についての制度整備を行い、段階的に進めていく予定としています。その際、
中学生の部活動については、永年にわたり学校が担ってきたことから、地域移行を進めていく
ためには、地域との連携を深めながら、できるところから徐々に移行していくことが大切であ
ると考えます。 
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(5)  施 設 整 備 面 で の 充 実  

① 学校施設の複合化 
将来的に学校の適正化により学校施設を新増築または改修を行う場合、児童生徒の学びの環

境が向上するよう、発展的な整備をしていくことが大切です。その際には、先見的な視点をも
って学校施設や通学環境等について考えること、市内小中学校における不公平感が少なくなる
よう努力及び工夫すること、さらには、みどり市全体の都市整備を踏まえて教育環境を整えて
いくことが必要です。 

上記に加え、地域への学校開放を前提として、コミュニティスペースをあらかじめ設けると
いった工夫を行うことや図書館や公民館といった社会教育施設との複合化などについても検討
します。また、みどり市の総合計画により、まちづくりの一環として児童福祉施設や社会福祉
施設、市役所施設と学校施設を複合化することも考えられます。複合化を検討する際には、児
童生徒が安心・安全に学校生活を送り、学習に集中できる環境の整備など、児童生徒を主体と
した教育活動の充実を視点に検討していきます。 

これらのことを通して、市としての魅力を向上させ、移住や定住にもつながるよう努めてま
いります。 

 

② 学校給食施設 

みどり市の学校給食提供方式は、笠懸町では自校方式、大間々町と東町ではセンター方式と、
地域により異なる提供方式です。笠懸町の自校方式による給食提供は、児童生徒はもちろんの
こと、職員や地域の方々にも愛着をもたれています。大間々町及び東町の給食センター方式に
よる給食提供は合併前の方式が継続され、平成 25 年 8 月からは新しい大間々学校給食センタ
ーからの配食となっています。大間々学校給食センターでは、大間々町の学校に加え、令和 4
年 4 月から笠懸西小学校、同 8 月からはあずま小中学校にもおいしい給食を提供しています。 

このようにみどり市では、笠懸町と大間々町、東町で提供方式は異なるものの、安全でおい
しい学校給食の提供に努めてきたところです。これまでに、給食の提供方式の違いによる感じ
方等について、児童生徒や保護者、地域の皆様に説明会や給食試食会を実施してご意見をうか
がってまいりましたが、給食の提供方式の違いによる顕著な優劣の指摘は得られず、いずれの
方式でも温かいものは温かく、冷たいものは冷たいなど、安全でおいしい給食を提供すること
ができてきたものと認識しています。その一方で、自校方式を行っている多くの学校の給食調
理場については、老朽化と衛生基準の確保やアレルギー対策など、時代の移り変わりとともに
対応しなければならない課題に直面しつつあります。 

これらのことを踏まえ、みどり市教育委員会としては、効果的かつ効率的な給食の実施体制
の構築や学校給食の果たす役割、教育効果を十分に発揮し、安全で安心な給食を持続的に提供
し続けていくために、これまでに培ってきた自校方式の優れた部分を可能な限り取り入れなが
ら、アレルギー対応室を完備したセンター方式としていくことが望ましいと判断いたしました。 

また、今後の給食調理場の整備については、地元の「食」を支える様々な産業分野との公民
連携事業として産業や人材育成の視点や「食育」を通じて、子供たちだけでなく住民の福祉や
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健康を向上させていく教育的な視点、さらには、食品ロス対策や環境保全など SDGs にいかに
貢献できるかといった視点をもちながら、地域課題の解決に向けた拠点施設としての整備を検
討していきます。 

さらに、災害発生時には、その初期対応として、発生から 7 日以内に各学校での炊き出しが
行われることが想定されています。その際には、屋外または家庭科室での調理を基本としてい
ますが、状況によっては給食調理場の利用も考えられます。このことを踏まえ、担当部署との
連携を図りながら、給食調理場の今後の整備について検討していきます。 

学校給食は、成長期にある児童生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスのよい調和の
とれた食事を提供するとともに、食に関する生きた教材として重要な役割を担っています。こ
れらのことを今後も長く維持していけるよう教育委員会として努めてまいります。 

 

③ 今後の学校プール施設の方向性 
学校での水泳指導については、近年の猛暑や豪雨により、計画通りに実施していくことが難

しくなっています。また、施設の老朽化や電気、水道代など維持管理費、薬品の購入などのラ
ンニングコストの高さが指摘されています。今後、施設の故障の続発や老朽化に伴う建替も視
野に入れなければなりません。 

そこで、学校水泳指導を民間のスイミングスクールに委託していくことで、上記の課題を解
決するとともに、専門的な指導や安全確保、教職員の負担軽減につながるようにしていきます。
その際、委託を行う場合と現在の学校プール施設を維持していく場合のランニングコストを慎
重に精査し、よりよい方向性を探ってまいります。 
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４　検討開始時期及び検討対象、地区別検討委員会について 

(1) 検討開始時期と地区別検討委員会の設置、検討対象について  

○ 学校適正規模・適正配置の検討を開始する時期（＝地区別検討委員会設置時期） 

・以下の時期を目安として地区別に検討委員会を設置の上、検討対象となる小中学校につい
て具体的な検討を開始します。 

 

【学校規模からの視点】 

・１学年の人数が 15 人以下となることが見込まれ、その後の児童生徒数の大幅な増加が見
込めない状況であることが判断できる年度から 5 年をさかのぼる時期 

【学校配置からの視点】 

・学校施設の目標使用年数の残年数を鑑み、改修等により目標使用年数の延長が見込めない
状況であることが判断できる年度から 5 年をさかのぼる時期 

 

○ 検討対象 

・該当する中学校区及び隣接する中学校区内の小中学校 

(2) 地区別検討委員会について  

○ 検討開始時期に合わせて地区別に検討委員会を設置し、具体的な検討を開始しますが、笠
懸町の学校施設老朽化の現状や大間々町の学校規模の現状、東町の地域活性化や他町との連
携等を考慮し、早い時期に地区別検討委員会を設置し、検討を開始してまいります。 

 

○ 学校適正化の検討においては、「こどもの意見表明権（こども基本法、子どもの権利条
約）」を考慮し、当該地区の児童生徒の意見等を十分に聞くことや住民や保護者等と協議を
重ね、関係者の理解と協力を得られるようにしていきます。 

 

○ 地区別検討委員会では、次のような委員構成が望ましいと考えています。 

①住民の代表者（区長等） 

②保護者の代表者（PTA 会長等） 

③学校の関係者（学校長及び学校運営協議会委員等） 

④その他（みどり市立学校適正規模・適正配置検討委員会委員経験者等） 
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５　地区別検討委員会における参考事項 

○ 地区別検討委員会においては、以下の内容を参考に協議を進めていきます。 

 
【笠懸町】 
課題① 学校施設の老朽化 

・笠懸小学校の校舎の一部は市内で一番古く、施設の目標使用年数が近づいていること。 
課題② 小学校 4 校の配置バランス 

・笠懸小学校と笠懸西小学校が至近距離にあること。 
   ・笠懸小学校の敷地と笠懸西小学校の学区が隣接しており、児童の一部は遠い方の学校へ

通っていること。 

 ・笠懸小学校の卒業生のうち、約 30 パーセントが笠懸中学校へ進学し、約 70 パーセント
が笠懸南中学校へ進学するという状況であること。 

上記①，②を検討課題とし、学校施設の老朽化が進む中で改修等による目標使用年数の延長が
見込めない場合には、移転新築することを視座に小学校 4 校の配置バランスを整えること。 

併せて、小学校から中学校への接続を考慮の上、小中学校の学区見直しについての検討を行い、
児童生徒の不利益とならないように指定校特例区の設定等、弾力的な対応についても配慮するこ
と。 

 
【大間々町】 

課題① 学校の小規模化 
・小規模校化が進んでいる大間々南小学校と大間々北小学校、大間々中学校について、学

校規模の適正化と併せて学校配置についても十分に検討します。みどり市立学校適正規
模・適正配置検討委員会においては、義務教育学校への移行も含めた学校規模及び学校
配置のイメージを共有しながら検討してきたことから、参考資料を十分に活用しながら
検討していきます。 

 

【東町】 
・令和 4 年度よりあずま小学校と東中学校を合わせた義務教育学校としてスタートしてい

ますが、小規模校の「よさ」を生かし「課題」を補うノウハウを築き上げ、さらに、地
域全体への関わりや地域の活性化への取組、特認校制度や学校間ネットワークの構築等
による他町との連携等を図りながら、今後も進めてまいります。 

 
【その他】 

・隣接する他市との連携（教育事務委託等）により、市を越えた児童生徒の通学について
も検討の視点として協議していきます。 
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６　学校適正規模・適正配置に関する参考資料 

　※みどり市立学校適正規模・適正配置検討委員会における検討資料であり、教育委員会として決定し

たものではありません。 

① 笠懸町の適正配置 
 ※当面学校規模の問題はないが、笠懸小学校の施設老朽化による学校配置が課題となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・R6 年度現在ではやや遠距離通学（通学路：約 2.7km）の児童がいるが、笠懸小学校が南の方へ移

転新設することになった場合、それに合わせて学校区の見直しを行うと図２の青矢印から赤矢印の
ように、遠距離通学が解消される。 

・仮に  の範囲を例として特例区のようなものを設けると、図２の黒矢印のように近い方や安全な
方の小学校を選択することができるため、安全性の向上が期待できる。 

 
 

・学校区を見直す際に、例えば、小学校区を 
中学校区に合わせることにより、小学生が 
中学校進学時に２つの中学校へ別れてしま 
うことが無くなるため、「中１ギャップ」 
の緩和が期待される。 
 
 

 
 
 
 

学区の見直しを検討する可能性のある範囲の例 

 5 区

10 区

9 区

6区

7区

8区 
(西)

笠懸東小

笠西小

笠懸北小

笠懸小

2 区

3 区

4区

1区

8区 
(東)

R6 年度現在、やや

遠距離通学となっ

ている範囲

笠西小

笠懸北小

笠懸東小

笠懸小

10 区

8 区 
(西)

 5 区

9 区

4区

8区 
(東)

7 区
1 区

3区

2区

6区

笠懸南中学校区

笠懸南中

笠懸中

笠懸中学校区

図１ 図２

図３
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② 大間々町の適正規模及び適正配置  
※学校規模に課題があり統廃合等に伴う学校配置の検討が必要である。 

   

・現在の大間々町における小学校区と中学校区を見ると、大間々南小学校の児童は、進学時に２つの
中学校へ分かれていることが分かる。 

・一方、大間々東小学校や大間々北小学校の児童は全員がそのまま中学校へ進学するため、大間々南
小学校の児童は大きな集団の中に入っていくことになり、中学校への入学当初の精神的負担が大き
いと考えられる。 

大間々南小学校は２つの中
学校へ別れて進学している

（現在の学校区）

町
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【例①】 最終的に義務教育学校２校とする例  

・将来的な統廃合を考える場合、例えば左図
の例①のように義務教育学校２校を最終的
な形とすると通学時間・距離も北部地域を
除いて適正となる。（北部は引き続きスク
ールバスによる送迎） 

・義務教育学校へ移行することで、一定の学
校規模や教員数が確保され、メリットが大
きくなる。

【例②】 最終的に義務教育学校１校とする例  

・右図のように、大間々地区の小中学校を統合
し将来的に１つの義務教育学校とする場合、
大間々地区の中心に近い場所にある大間々南
小学校跡地を利用することも考えられる。 

・この場合、学校規模や教員数は確保される
が、通学距離・時間・方法については対策が
必要である。 

・大間々地区の歴史的背景や地域コミュニテ
ィ、災害時等の避難所機能などを考えると大
間々地区に学校が１つだけになることについ
ては、地域住民等と十分に協議を重ね、理解
と協力を得ることが必要である。

義務教育学校１

【適正規模及び適正配置の例】

統合した中学校

小中学校を統合し、小学校２校、中学校１校へ適正化した場合の例

小学校２

小学校１
・最終的な形の例として、右図のように大

間々地区に小学校２校、中学校１校へとす
ることも考えられる。 

・この場合、例えば統合した中学校を現在の
大間々南小学校の跡地を使うと右図のよう
に配置バランスが整うと考えられる。 

・小学校２校は、現在の大間々北小学校と大
間々東小学校を使うこともできるし、より
町の中心部に近い大間々中学校と大間々東
中学校の跡地を利用することもできる。 

・小学校は、地域とのつながりが強いため、
小学校は小学校として残し、社会性を学ぶ
時期である中学校は統合し、生徒数、学級
数を確保することも必要ではないかと考え
られる。

例②

義務教育学校１
義務教育学校２

小中学校を統合し、義務教育学校へと移行した場合の例

例①
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③東町の適正化について 

＜適正化の経緯＞ 
① あずま小学校及び東中学校は、児童生徒数の減少により、学校運営上の課題が大きくなり、

早急な対応を求められていた。 
 

② 義務教育学校への前段階として、令和２年度から小中が隣接した立地を生かし「あずま小中
一貫教育校」がスタートした。１年生から９年生までの一貫性と連続性をもった教育の推進や
学校運営協議会を設置し地域とともに子供たちを育てるコミュニティ・スクール、ICT を活用
した遠隔学習、教科担任制の実施、英語教育の充実等に取り組んできた。また、小中間で職員
が交流し、連携授業や合同校内研修を行うなど、学校行事を含めた小中連携を図ってきた。 

 （連携の例）連携授業、合同校内研修、合同運動会、合同避難訓練、部活動クラブ活動連携、 
東咲祭（地域の方を講師とした体験学習、親子での昼食、学習発表会など） 

        
③ 令和４年度からは、旧あずま小学校の校舎を改修し、みどり市初の義務教育学校である「あ

ずま小中学校」として新たなスタートを切った。また、「小規模校特認校制度」により、みど
り市在住の学齢期の児童生徒であずま小中学校への通学を希望する場合は、指定校を変更し、
あずま小中学校へ通学できるようになった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

あずま小学校

東中学校

義務教育学校 

「あずま小中学校」 

R4 年 4 月開校
R2「あずま小中一貫教育校」連

携 R4 統合

＜あずま小中学校の特色ある取組＞

  小中教員の一体的な指導や教科担任制の導入により、９年間の系統性や継続性を意識し
た教育を実施。 

 １年生から９年生までの児童生徒が交流することにより、豊かな心を育む。 
 全学年で 45 分授業の実施や「プラスあずま」の時間を設定するなど、自由度の高いカ

リキュラム編成により、あずま小中学校ならではの特色ある教育を実施。

英語教育 
1 年生からの英語授業 

外国の学校との web 交流 
英語集会 

英検ジュニア・英検挑戦

プログラミング教育 
豊富なプログラミング教材 
プログラミング検定挑戦

地域と連携した学習 
地域人材や地域の教育資源を

活用した学習

麦まき・麦刈り 
パン作り

福祉施設訪問

干し柿づくり
前期課程から 
自作のゲーム作成

毎日英語に触れる
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第４部 資料編 

 

○ みどり市立学校の適正規模及び適正配置等について（諮問） 

○ みどり市立学校適正規模・適正配置検討委員会規則 

○ みどり市立学校適正規模・適正配置検討委員会運営要綱 

○ みどり市立学校適正規模・適正配置検討委員会委員名簿 
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諮問  
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みどり市立学校適正規模・適正配置検討委員会規則 
 

(趣旨) 
第 1 条 この規則は、みどり市附属機関設置条例(平成 18 年みどり市条例第 202 号)第 3 条の規

定に基づき、みどり市立学校適正規模・適正配置検討委員会(以下「委員会」という。)の組織
及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
(所掌事務) 

第 2 条 委員会は、みどり市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲
げる事項について調査審議し、意見の答申を行う。 

 (1) 学校の適正な規模に関すること。 
 (2) 学校の適正な配置に関すること。 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。  
(組織) 

第 3 条 委員会は、委員 15 人以内で組織する。 
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 
(2) 区長 
(3) 中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)を修了する前の子どもの保護者 
(4) 市内に存する小学校、中学校又は義務教育学校の校長 
(5) 公募により選定した者 
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者 
(任期) 

第 4 条 委員の任期は、教育委員会が委嘱した日から第 2 条に規定する所掌事務が終了した日ま
でとする。 
(委員長及び副委員長) 

第 5 条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。 
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(会議) 
第 6 条 委員会の会議(以下この条及び次条において「会議」という。)は、委員長が招集し、委

員長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、教育委員会が招集する。 
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。 
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明

を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 
(会議の公開) 

第 7 条 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議
の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、当該会
議の全部又は一部を非公開とすることができる。 
(庶務) 

第 8 条 委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。 
(委任) 

第 9 条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮
って定める。 

附 則 
この規則は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 
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みどり市立学校適正規模・適正配置検討委員会運営要綱 
 
(趣旨) 
第 1 条 この要綱は、みどり市立学校適正規模・適正配置検討委員会規則(令和 5 年 3 月制定。

以下「規則」という。)第 9 条の規定に基づき、みどり市立学校適正規模・適正配置検討委員会
(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(会議の公開) 
第 2 条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため

必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必
要があると認めるときは、当該会議の全部又は一部を非公開とすることができる。 

(会議の傍聴) 
第 3 条 会議は傍聴することができる。ただし、傍聴席の定員は 7 人とし、傍聴席が満員とな

ったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒否することができる。 
2 会議を傍聴しようとする者（以下「傍聴人」という。）は、事前に自己の住所及び氏名を

傍聴人受付簿に記入しなければならない。 
3 次のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。 
(1)酒気を帯びていると認められる者 
(2)会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者 
(3)その他会委員長が傍聴を不適当と認める者 
4 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。 
(1)みだりに傍聴席を離れないこと。 
(2)飲食又は喫煙をしないこと。 
(3)私語、談笑又は拍手等をしないこと。 
(4)議事に批評を加え、又は賛否を表さないこと。 
(5)写真又は動画を撮影し、又は録音等をしないこと。ただし、あらかじめ委員長の許可を得

た場合はこの限りでない。 
(6)前各号のほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。 
5 傍聴人は、委員長が傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。 
(書面による調査審議) 
第 4 条 規則第 6 条第 1 項の規定にかかわらず、委員長は、災害その他のやむを得ない理由に

より会議を開くことができない場合において、必要があると認めるときは、書面による調査審議
を実施することができる。 

2 書面による調査審議の議事は、委員の過半数が当該書面による調査審議に参加した上で、
当該参加した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

3 委員長は、書面による調査審議において、必要があると認めるときは、委員以外の者に書
面による意見を求めることができる。 

 
(議事録の作成及び公表) 
第 5 条 委員長は、会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成し、これを公表するものとする。

ただし、会議を非公開で実施した部分その他公表に適さない部分については、この限りでない。 
2 議事録には、次の事項を記載するものとする。 
(1)開催日時及び場所 
(2)出席者の職及び氏名 
(3)議題及び議事の大要 
(4)その他委員長又は会議において必要と認めた事項 
(補則) 
第 6 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮

って定める。 
附則 
この要綱は、令和 5 年 7 月 6 日から施行する。 
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№ 委員会役職等  氏   名 所属 所属役職等 備　考

1 委員長 田口　和人
桐生大学医療保健学部

栄養学科
准教授

2 副委員長 清田　敏治 みどり市区長会
会計監査

（大間々町第13区長）

3 委員 鈴木　孝明
群馬大学大学院理工学府

知能機械創製部門
教授

4 委員 新井　博介 みどり市社会教育委員会議 委員

5 委員 塚越　均 みどり市区長会
会計

（笠懸町第5区長）

6 委員 備海　忍 みどり市ＰＴＡ連合会 副会長

7 委員 春山　寛之 みどり市ＰＴＡ連合会
書記

（笠懸町代表）

8 委員 富所　哲平 みどり市ＰＴＡ連合会
専門委員

（大間々町代表）

9 委員 村田　紀子 みどり市ＰＴＡ連合会
監査

（東町代表）

10 委員 須田　敏之 みどり市ＰＴＡ連合会
専門委員

（幼稚園代表）

11 委員 黒澤　寿一 みどり市小学校長会 大間々南小学校長

12 委員 大澤　智 みどり市中学校長会 笠懸南中学校長

13 委員 髙草木　良江 みどり市民 －

14 委員 宍倉　淳一 みどり市民
（みどり市地域おこし

協力隊）

15 保志　守 みどり市教育委員会 教育長

16 金高　吉宏 みどり市教育部 教育部長

17 正田　一仁
みどり市教育部

教育総務課
課長

18 神山　亮一
みどり市教育部

学校教育課
課長

19 長澤　伊知郎
みどり市教育部

教育総務課 課長補佐

20 小暮　真美
みどり市教育部

学校教育課
課長補佐兼指導係長

21 井本　一弘
みどり市教育部

教育総務課施設係
係長

22 日置　潤
みどり市教育部

学校教育課教職員係
管理主事

事務局

令和５年度　みどり市立学校適正規模・適正配置検討委員会　委員名簿
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№ 委員会役職等  氏   名 所属 所属役職等 備　考

1 委員長 田口　和人
桐生大学医療保健学部

栄養学科
准教授

2 副委員長 清田　敏治 みどり市区長会
会計監査

（大間々町第13区長）

3 委員 鈴木　孝明
群馬大学大学院理工学府

知能機械創製部門
教授

4 委員 新井　博介 みどり市社会教育委員会議 委員

5 委員 近藤　博一 みどり市区長会
会計

（笠懸町第8区長）

6 委員 備海　忍 みどり市ＰＴＡ連合会 副会長

7 委員 春山　寛之 みどり市ＰＴＡ連合会
副会長

（笠懸町代表）

8 委員 富所　哲平 みどり市ＰＴＡ連合会
専門委員

（大間々町代表）

9 委員 村田　紀子 みどり市ＰＴＡ連合会 （東町代表）

10 委員 須田　敏之 みどり市ＰＴＡ連合会 （幼稚園代表）

11 委員 黒澤　寿一 みどり市小学校長会 大間々南小学校長

12 委員 大澤　智 みどり市中学校長会 笠懸南中学校長

13 委員 髙草木　良江 みどり市民 －

14 委員 宍倉　淳一 みどり市民
（みどり市地域おこし

協力隊）

15 保志　守 みどり市教育委員会 教育長

16 金高　吉宏 みどり市教育部 教育部長

17 石坂　克広
みどり市教育部

教育総務課
課長

18 神山　亮一
みどり市教育部

学校教育課
課長

19 長澤　伊知郎
みどり市教育部

教育総務課 課長補佐

20 小暮　真美
みどり市教育部

学校教育課
課長補佐兼指導係長

21 大窪　進
みどり市教育部

教育総務課施設係
係長

22 日置　潤
みどり市教育部

学校教育課教職員係
管理主事

事務局

令和６年度　みどり市立学校適正規模・適正配置検討委員会　委員名簿



- 50 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みどり市マスコットキャラクター 

みどモス 

 

 

 

 

 

 

みどり市教育委員会 

 

 


